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・2022年度地域別最低賃金額改定

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

まず、新たな加入対象者は以下の要件を全て満た
す、パート・アルバイトの方です。

【加入要件】

☑ 週の所定労働時間が20時間以上

☑ 月額賃金が8.8万円以上

☑ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

☑ 学生ではない

月額賃金8.8万円は、基本給及び諸手当で判断し
ます。ただし、以下の賃金は算入されません。

① 臨時に支払われる賃金（結婚手当等）

② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）

③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に

対して支払われる賃金（割増賃金等）

④ 最低賃金に算入しないことを定める賃金

（精皆勤手当、通勤手当及び家族手当）

報酬月額には、労働の対償として
経常的かつ実質的に受けるもので
被保険者の通常の生計に充てられ
る全てのものを含めます。

このため、短時間労働者の被保
険者資格の取得に当たっての要件
（月額賃金が 8.8万円以上）の判定
の際に算入しなかった

諸手当等も加味して報酬

月額を算出します。

原則として、資格取得後に雇用契約等が
見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回る
ことが明らかになった場合等を除き、被保
険者資格を喪失することはありません。

そのため、毎月確認する必要はありませ
んが、常態的に8.8万円を下回る状況が続
く場合は、実態を踏まえた上で

雇用契約の変更を行い、その

上で資格喪失手続きをする

ことを推奨します。５

今まで、社会保険の資格取得時
には通勤手当等も含めて報酬月額
を記載していましたが、含めなくて
よかったのでしょうか。

社会保険適用拡大で新たに
保険加入対象となる要件に
「月額賃金が8.8万円以上」と
ありますが、これに含まれな
い賃金があると聞きました。

何が含まれて、何が含まれ
ないのでしょうか。

8.8万円より下がったらすぐに資格を
喪失しなければならないのでしょうか。

また、毎月下がっているかどうかの
チェックは必要でしょうか。
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2022年度地域別最低賃金額改定
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作成日：2022.8.22
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2022年8月2日、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申のとりまとめが公表されました。今後、各地方最
低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、
答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額が決定されます。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

引上げ額の目安

・2022年10月からの雇用保険料率

各都道府県の引上げ額の目安については、以下4ランクに分けて提示されています。

予定される最低賃金額

施行目前！社会保険適用拡大、『月額8.8万円以上』に含める賃金は？

ランク 引上額 都 道 府 県

Ａ ３１円 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Ｂ ３１円 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

Ｃ ３０円 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

Ｄ ３０円 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

都道府県
令和4年度

改定目安額（円）

令和3年度
最低賃金額（円）

※引上額（円） 都道府県
令和4年度

改定目安額（円）

令和3年度
最低賃金額（円）

※引上額（円） 都道府県
令和4年度

改定目安額（円）

令和3年度
最低賃金額（円）

※引上額（円）

北海道 920 889 31（30） 大 阪 1,023 992 31（31） 福 岡 900 870 30（30）

東 京 1,072 1,041 31（31） 兵 庫 960 928 32（31）

京 都 968 937 31（31） 奈 良 896 866 30（30）

2022年10月からの雇用保険料率
【一般の事業】期間 労働者負担率① 事業主負担率② 雇用保険料率①＋②
2022年10月～2023年3月 5／1,000 8.5／1,000 13.5／1,000

※農林水産業、清酒製造業、建設業の
保険料率は左表と異なります。

・施行目前！社会保険適用拡大、

『月額8.8万円以上』に含める賃金は？

効力発生日は、例年通りの場合2022年10月1日の予定

※引上額は地方審議会答申結果、カッコ内は引上げ目安額


